
平成一一年（ワ）第一七四三号　特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
　　　　　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　原　　告　　　　　　　　　　株式会社マルヤス
　　　　右代表者代表取締役　　　　　【Ａ】
　　　　右訴訟代理人弁護士 松　　　本　　　　　　　司
　　　　同       松　　　本　　　好　　　史
　　　　右補佐人弁理士 【Ｂ】
　　　　同       【Ｃ】
　　  　被　　告       株式会社プラコー
　　　　右代表者代表取締役 【Ｄ】
　　　　右訴訟代理人弁護士 内　　　田　　　　　　　修
　　　　同　　　　　　　　　　　　　内　　　田　　　敏　　　彦
　　　　同　　　　　　　　　　　　　松　　　吉　　　威　　　夫
　　　　　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　　　一　原告の請求をいずれも棄却する。
　　　　　　　二　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第一　請求
　一　被告は、別紙被告物件説明書記載の装置を製造、販売してはならない。
　二　被告は、前項の装置を廃棄せよ。
　三　被告は、原告に対し、金七二〇〇万円及びこれに対する平成一一年三月二日
から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要等
　一　事案の概要
　　　本件は、被告が製造、販売する別紙被告物件説明書記載のインフレーション
成形装置（以下「被告装置」という。）が、原告の有する特許権に係る特許発明の
技術的範囲に属するとして、原告が被告に対し、特許権に基づく侵害行為の差止等
及び損害賠償を求めた事案である。
　二　争いのない事実
　　１　原告は、次の特許権（以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発
明」という。）を有する。
　　　(一)　登録番号　　　第二〇五一四五五号
　　　(二)　発明の名称    自動引き取り制御可能なインフレーション成形装置
　　　(三)　出願日        昭和六二年七月二一日（特願昭六二ー一八二九九九
号）
　　　(四)　出願公告日　　平成六年二月二三日（特公平六ー一三一九〇号）
　　　(五)　登録日        平成八年五月一〇日
　　　(六)　訂正審決日　　平成一〇年一月五日（平成八年審判第一九七二三号）
　　　(七)　特許請求の範囲　別添特許公報（以下「本件公報」という。）及び平
成八年一一月一九日付け補正した審判請求書（以下「本件訂正請求書」という。）
の該当欄記載のとおり。
　　２　本件発明の構成要件を分説すると、次のとおりである。
　　　Ａ　次の構成を有するインフレーション成形装置において、
　　　　①　原料が送り込まれる加熱シリンダー
　　　　②　該加熱シリンダー内に回転可能に収納されるスクリュー
　　　　③　該スクリューを回転させるモーター
　　　　④　該加熱シリンダーの中で熱せられた融解原料を整流してアダプタへ送
り出すアミ
　　　　⑤　該アダプタの出力側に設けられたインフレーションダイス
　　　　⑥　該インフレーションダイスから押し出された製品を引き取るピンチロ
ーラ
　　　　⑦　製品の幅を制御する幅チューブレギュレーター
　　　Ｂ①　原料を加熱シリンダーへ送り込む途中で原料の重さを計る計量釜
　　　　②　該計量釜の原料取り込み側に該計量釜が下限設定値を計量した時にオ
ンし、かつ該計量釜が上限設定値を計量した時にオフする原料開閉シリンダー
　　　　③　計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間から、下限設定値
がオンになる瞬間までの単位原料消費時間を精密計測し、この値から押し出し量を
算出し、これとあらかじめ設定されている製品の断面積の値とから引取速度を算出



して、該ピンチローラの駆動モーターに駆動信号を与える自動引取速度制御盤
　　　Ｃ　自動引き取り制御可能なインフレーション成形装置。
　　３　本件特許権の訂正した明細書（以下「本件明細書」という。）には、本件
発明の作用効果として、以下のとおり記載されている。
      　　原料を取り込んでいる時間を、計量釜の上限設定値がオンしてからオフ
になる瞬間から、下限設定値がオンになる瞬間までの単位原料消費時間として精密
計測し、この測定値をもとに引き取り速度を制御するようにしているため、正確、
かつ簡単にインフレーション成形を自動引き取り制御できるようになる。（本件公
報８欄６～10行、本件訂正請求書２頁③参照）
　　４　被告は、被告装置を製造、販売している。
　　５　被告装置は、本件発明の構成要件Ａ、Ｂ①、②及びＣを充足する。
　三　争点
　　１　被告装置の構成は、本件発明の構成要件Ｂ③を充足するか。
　　２　被告装置の構成は、本件発明と均等の範囲にあるものとして、その技術的
範囲に属するか。
　　３　原告の損害額　
　四　当事者の主張
　　１　争点１（文言侵害）について
　　【原告の主張】
　　　(一)　被告装置の構成は、次のように分説できる。
　　　　ａ　次の構造を有するインフレーション成形装置において、
　　　　　①　原料を加熱、混練して溶融樹脂にする押出機４
　　　　　②　該押出機４内に回転可能に収納されるスクリュー５
　　　　　③　該スクリュー５を回転されるモーター６
　　　　　④　該押出機４の中で加熱された溶融樹脂を整流してアダプタ８へ送り
出すアミ７
　　　　　⑤　該アダプタ８の出力側に設けられ、溶融樹脂を円筒状薄膜樹脂Ａに
するインフレーションダイス９
　　　　　⑥　該インフレーションダイス９から押し出された円筒状薄膜樹脂Ａを
引き取るピンチローラ10
　　　　　⑦　円筒状薄膜樹脂Ａの幅を制御する幅チューブレギュレーター11
　　　　ｂ①　原料タンク１から原料を供給する途中でその重量を測定することが
できる重量センサー21を備えたホッパー２
　　　　　②　原料重量データ（ｗ）の値が、ホッパー２から押出機４への原料送
込過程において下限設定値を下回ったときに、連絡通路Ｒを開き（原料が原料タン
ク１からホッパー２に供給される）、かつ原料重量データ（ｗ）の値が、原料タン
ク１からホッパー２への原料供給過程において上限設定値を超えたときに、連絡通
路Ｒを閉じる（原料が原料タンク１からホッパー２に供給されないようにする）該
ホッパー２の原料取り込み側に配置された原料開閉シリンダー３
　　　　　③Ⅰ　ホッパー２の原料重量データ（ｗ）を短時間周期（〇・三秒間
隔）で終始継続して読みとり、原料重量データ（ｗ）の値が、上限設定値を超える
値から次第に減少する過程で三回連続して上限設定値以下の値を示すと、原料重量
データ（ｗ）の〇・三秒間隔での継続測定を開始し、これを順次記憶する。
　　　　　　　　そして、四〇個の原料重量データ（ｗ）が記憶されれば、これの
算術平均値である「平均重量データ（ｍ）」を算出して記憶し、五〇個の最新平均
重量データ（ｍ）が記憶されると最小自乗法を利用して直近一五秒間における原料
平均押出速度を求め、これを一時間当たりの原料押し出し量に換算して「押出量デ
ータ（ｑ）」として記憶する。
　　　　　　Ⅱ　三秒ごとに最新データに基づいて押出量データ（ｑ）を求め、そ
の度に記憶されている押出量データ（ｑ）を算術平均して平均押出量（Ｑ）を下限
設定値未満となるまで算出し、これと予め設定されている製品の厚さ、幅及び係数
とから引取速度を算出して、該ピンチローラの駆動モータに駆動信号を与える自動
引取速度制御装置12。
　　　　　ｃ　自動引き取り制御可能なインフレーション成形装置
　　　(二)　被告装置の本件発明の構成要件Ｂ③該当性
　　　　(1)　被告装置の構成ｂ③Ⅰの「原料重量データ（ｗ）の値が、上限設定値
を超える値から次第に減少する過程で三回連続して上限設定値以下の値を示すと、
原料重量データ（ｗ）の〇・三秒間隔での継続測定を開始」することは、本件発明



の構成要件Ｂ③の「計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間から」単位
原料消費時間の計測を開始することに相当する。
　　　　　　被告装置の「原料重量データ（ｗ）の値が、上限設定値を超える値か
ら次第に減少する過程」とは本件発明の「計量釜の上限設定値がオンしてからオフ
になる」ことに相当し、また、被告装置の「三回連続して上限設定値以下の値を示
すと」原料重量データ（Ｗ）の測定を開始することは、本件発明のオフとなる「瞬
間」に相当するからである。
　　　　　　なお、被告装置では「三回連続」して上限設定値以下の値を示すこと
が測定開始の条件となっているが、これは測定の精度を高めるためになされるコン
ピュータ制御では慣用の手段にすぎない。
　　　　(2)　被告装置の構成ｂ③Ⅱの「三秒ごとに最新データに基づいて押出量デ
ータ（ｑ）を求め、その度に記憶されている押出量データ（ｑ）を算術平均して平
均押出量（Ｑ）を下限設定値未満となるまで算出」することは、本件発明の構成要
件Ｂ③の「下限設定値がオンになる瞬間まで」の単位原料消費時間を精密計測する
ことに相当する。
　　　　　　被告装置では、上限設定値と下限設定値との間で、三秒ごとに平均押
出量（Ｑ）を求め、より精密な計測に基づく引取速度の制御をしようとしている
が、右は設計上の微差又は付加にすぎない。
　　　(三)　よって、被告装置は本件発明の技術的範囲に属する。
　　【被告の主張】
　　　(一)　被告装置の構成の分説について
　　　　(1)　ｂ③Ⅰについて
　　　　　　被告装置においては、原料重量データ（ｗ）の〇・三秒間隔での継続
測定は、被告装置の稼働中は常時行われており、原告の主張する被告装置の構成の
分説ｂ③Ⅰに示されるような条件で開始されるのは、原料重量データ（ｗ）の〇・
三秒間隔での順次記憶に他ならない。
　　　　　　したがって、被告装置の構成の分説ｂ③Ⅰ中の「〇・三秒間隔での継
続測定を開始し、これを順次記憶する。」を、「〇・三秒間隔での順次記憶を開始
する。」と訂正すべきである。
　　　　(2)　ｂ③Ⅱについて
　　　　　①　被告装置においては、被告物件説明書第三の二４に記載のとおり、
押出量データ（ｑ）は、単に一個の最新データに基づいて演算により求められるも
のではなく、最新の五〇個の平均重量データ（ｍ）に基づき最小自乗法により求め
た「直近一五秒間における原料平均押出速度」を一時間当たりの平均押出速度（単
位時間当たりの原料押出量）に換算して得られるものである。
　　　　　　　また、右押出量データ（ｑ）は、別紙被告物件説明書記載のとお
り、その算定の基礎になる五〇個分の平均重量データ（ｍ）のうち、五分の四に相
当する四〇個の平均重量データ（ｍ）は前回も用いた比較的新しいデータを使用す
ることにより、最小自乗法を利用して、三秒ごとに、一時間当たりの原料押出量と
しての押出量データ（ｑ）を算出するものであるから、この押出量データ（ｑ）は
各算出時点における移動平均値に基づくものである。このような被告装置における
押出量データ（ｑ）の算出方法に対し、算出基礎となる全データが、毎回、新しい
ものに入れ替わり、完全に入れ替わった最新のデータのみに基づいて押出量データ
（ｑ）を求めるという方式も考えられるので、これと明確に区別するために、被告
装置における押出量データ（ｑ）は「移動平均値」に基づくものである旨明記する
ことが必要である。
　　　　　　　したがって、原告の主張する被告装置の構成ｂ③Ⅱ中「三秒ごとに
最新のデータに基づいて押出量データ（ｑ）を求め」は、「三秒ごとに最新の五〇
個の平均重量データ（ｍ）から算出された移動平均値に基づく押出量データ（ｑ）
を求め」と訂正すべきである。
　　　　　②　被告装置においては、八個を超える押出量データ（ｑ）を算術平均
することはないから、この点を明確にするために、原告の主張する被告装置の構成
ｂ③Ⅱ中の「記憶されている押出量データ（ｑ）を算術平均して」とあるのを、
「押出量バッファ（ＢＰ）の押出量データ記憶領域（記憶容量：データ八個分）に
記憶されている押出量データ（ｑ）を算術平均して」と訂正すべきである。
　　　　　③　被告装置においては、原料重量データ（ｗ）の値が下限設定値未満
となる瞬間まで平均押出量（Ｑ）の算出を行うことは滅多になく、通常は、原料重
量データ（ｗ）の値が次第に減少していく過程で下限設定値に達する前である「下



限設定値未満になる直前三秒の間」のあるタイミング（時点）で最後の平均押出量
（Ｑ）の算出を終える。また、被告装置における制御装置12のＣＰＵは、平均押出
量（Ｑ）と引取速度の算出及び駆動モータへの駆動信号の伝達を繰り返し行ってい
る。
　　　　　　　したがって、原告の主張する被告装置の構成ｂ③Ⅱ中の「平均押出
量（Ｑ）を下限設定値未満となるまで算出し」を、「平均押出量（Ｑ）を算出し」
と訂正するとともに、「駆動信号を与える自動引取速度制御装置12」とあるのを、
「駆動信号を与え、原料重量データ（ｗ）が下限設定値未満となる瞬間以前三秒の
間に平均押出量（Ｑ）を算出するまで、前記の各算出（平均押出量（Ｑ）と引取速
度の算出）及び駆動モータへの駆動信号の伝達を繰り返すＣＰＵにより動作する速
度制御装置12」と訂正すべきである。
　　　(二)　被告装置の本件発明の構成要件Ｂ③の非充足
　　　　　被告装置は、本件発明の構成要件Ｂ③のうち、単位原料消費時間を精密
計測する点、すなわち、「計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間か
ら、下限設定値がオンになる瞬間までの単位原料消費時間を精密計測し、」という
技術事項を具備していない。
　　　　(1)　本件発明の構成要件Ｂ③にいう「計量釜の上限設定値がオンしてから
オフになる瞬間から、下限設定値がオンになる瞬間までの単位原料消費時間を精密
計測し、」なる技術事項は、原料の重量を計測する計量釜に原料タンクから原料が
供給されて原料の重量が上限設定値を超えた後、押出機への原料送入により原料が
減少していく過程で原料の重量が再度上限設定値を示す瞬間（これが起点であ
る。）から、さらに原料が減少して下限設定値を示す瞬間（これが終点である。）
までの時間、言い換えれば上限設定値と下限設定値の差に相当する重量の原料（こ
れが「単位原料」である。）が押出機によって消費される時間（「単位原料消費時
間」）を精密に計測することを意味する。
　　　　(2)　これに対し、被告装置では、原料重量データ（ｗ）は被告装置の稼働
中は電源オンの後、〇・三秒間隔で終始継続してＣＰＵにより読み取られている。
しかし、計量釜内に供給され押出機へ送り込まれていく原料は、その重量が、原料
の比重変動や外的要因による押出量の変化など様々な要因により不規則に変動する
ものであるから、このような原料重量の変動は、右〇・三秒間隔の読み取り周期に
同期するはずもない。したがって、被告装置においては、計量釜に原料タンクから
原料が供給されて原料の重量が上限設定値を超えた後、押出機への原料送込により
原料が減少していく過程で原料の重量が再度上限設定値を示す瞬間（本件発明にお
ける測定の起点に相当）と、原料重量データ（ｗ）の〇・三秒毎の読み取りタイミ
ングとが正確に一致することはほとんどない。
　　　　　　同様に、被告装置においては、押出機への原料送込により原料が減少
していく過程で原料の重量がさらに減少して下限設定値を示す瞬間（本件発明にお
ける測定の終点に相当）と、原料重量データ（ｗ）の〇・三秒間隔毎の読み取りタ
イミングとが正確に一致することも滅多にない。すなわち、被告装置においては、
「計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間」及び「下限設定値がオンに
なる瞬間」の原料重量データ（ｗ）をＣＰＵにより読み取るようには制御されてい
ないし、また、右各瞬間の時刻を計時するようにも制御されていない。
　　　　　　したがって、被告装置は、本件発明の構成要件Ｂ③にいう「計量釜の
上限設定値がオンしてからオフになる瞬間から、下限設定値がオンになる瞬間まで
の単位原料時間を精密計測し、」なる技術事項を具備していない点で本件発明と相
違する。
　　【原告の反論】
　　　(一)　構成ｂ③Ⅰについて
　　　　　原告は、被告装置の構成ｂ③Ⅰの特定の冒頭で「ホッパー２の原料重量
データ（ｗ）を短時間周期（〇・三秒間隔）で終始継続して読みとり、」と特定主
張しており、被告装置の稼働中継続測定が行われていることを明記している。そし
て、順次記憶される原料重量データは、〇・三秒間隔で終始継続して読みとられる
データのうち「原料重量データ（ｗ）の値が、上限設定値を超える値から次第に減
少する過程で三回連続して上限設定値以下の値を示す」とき以降に継続測定が開始
された原料重量データである。
　　　　　すなわち、原告は、記憶される原料重量データがいつの時点で測定が開
始されたデータかとの観点から特定しているものである。
　　　(二)　構成ｂ③Ⅱについて



　　　　　原告は、「最新データ」を一個のものと主張しているわけではなく、被
告の主張と同じ意味で特定している。このことは、原告の被告装置の構成ｂ③Ⅰの
特定の記載からも明らかである。
　　　　　また、押出量データがいくつ記憶されているかは、本件発明との対比に
おいて必要な被告装置の特定、即ち、右を特定の中に入れることにより被告装置が
本件発明の技術的範囲に属するか否かとは関係しない。
　　　　　さらに、被告装置は、原料重量データ（ｗ）が下限設定値未満の値にな
ると原料の重量に関係するデータはすべて抹消されるので、それ以後は平均押出量
（Ｑ）の算出は不可能となる。原告は、被告装置の右構成を「平均押出量（Ｑ）を
下限設定値未満となるまで算出し」と特定したのであり、これが下限設定値未満に
なる瞬間以前の三秒間の幅を持つことは差し支えない。
　　２　争点２（均等）について
　　【原告の主張】
　　　(一)　仮に、被告装置の構成ｂ③が、本件発明の構成要件Ｂ③を文言上は充
足しないとしても、右相違は本件発明の本質的部分の相違ではなく、被告装置は本
件発明と均等の範囲にある。
　　　　(1)　均等の要件にいう本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許
発明の構成のうちで当該特許発明特有の作用効果を生じる部分、換言すれば、右部
分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは
別個のものと評価されるような部分をいう。
　　　　　　本件発明の本質的部分は、計量釜での原料の重量を計測する場合、こ
の重量が減少過程、即ち、原料重量データ（ｗ）の値が、上限設定値を超える値か
ら次第に減少する過程にある間に計測するという部分であり、右構成により「単位
原料消費時間として精密計測し、この測定値をもとに引き取り速度を制御するよう
にしているため、正確、かつ簡単にインフレーション成形を自動引き取り制御でき
るようになる。」という本件発明特有の作用効果を奏するものである。すなわち、
前記のとおり、原料の供給が停止した段階では計量釜の重量は上限設定値を超えて
いることから、本件発明は、単位原料消費量を精密に計測するため、計量釜の原料
の重量が減少傾向にある特定の期間の減少した重量値を測定する方式を採用したの
である。本件発明では右の特定の期間の開始の瞬間としては一般的な上限設定値
（一度、上限設定値となってから、再び上昇設定値となった瞬間）とし、終了は下
限設定値としたが、右の計測開始の瞬間を上限設定値、終了は下限設定値としたこ
と自体は本質的部分ではない。どのような瞬間を採用しようが、原料重量が減少過
程にあるなら、その過程中の特定の期間での原料重量を測定すれば、精密計測は可
能であるからである。
　　　　　　被告装置も、原料重量が減少する過程において、計測の開始時を設定
しているから、本件発明の本質的部分を採用している。被告装置では本件発明のよ
うに「計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間」からではなく、「原料
重量データ（ｗ）の値が、上限設定値が超える値から次第に減少する過程で三回連
続して上限設定値以下の値を示す瞬間」から原料重量データ（ｗ）の計測を開始す
るという相違はあるが、右は、本質的な部分の相違ではない。
　　　　(2)　置換可能性、容易想到性について
　　　　　　被告製品の構成ｂ③に置換しても、本件発明の目的を達することがで
き、同一の作用効果を奏する。
　　　　　　そして、被告装置のｂ③の構成、すなわち、計測期間の設定は、コン
ピュータにおける一般的な信号検出の方式であり、当業者である被告が被告装置の
製造の時点において容易に想到することができる技術である。
　　　(二)　よって、仮に被告装置が本件発明の特許請求の範囲に対して文言侵害
が成立しないとしても、均等なものとして本件発明の技術的範囲に属する。
　　【被告の主張】
　　　(一)　本質的部分について
　　　　　そもそも、均等論適用の関係で問題とされる特許発明の本質的部分を把
握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すの
ではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求
して判断すべきである。そして、当該特許発明の実質的価値は、公知技術では達成
し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の効
果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえるか
ら、当該特許発明の本質的部分とは、明細書の特許請求の範囲に記載された構成の



うち、公知技術では生じさせることができなかった当該発明特有の作用効果を生じ
させる技術思想の中核をなす特徴的部分であると理解すべきである。
　　　　　原告は、原料が減少過程にある間に重量を計測するという構成が本件発
明の本質的部分であると主張するが、原料が減少傾向にある間に計測することは、
原料重量の計測技術として当業者に周知の常套手段であることから、この構成によ
る効果自体は、公知技術で生じさせることができなかった特有の効果ではなく、右
部分が、均等論適用の関係で問題とされる本件発明の本質的部分ではあり得ない。
　　　　　本件発明の本質的部分は、本件発明の構成要件Ｂ③にいう「計量釜の上
限設定値がオンしてからオフになる瞬間から、下限設定値がオンになる瞬間までの
単位原料消費時間を精密計測し、」なる技術事項と、本件発明の構成要件Ｂ②の
「該計量釜の原料取り込み側に該計量釜が下限設定値を計算した時にオンし、かつ
該計量釜が上限設定値を計量した時にオフする原料開閉シリンダー」とを上限設定
値及び下限設定値を介して有機的に関連づけた構成部分である。これに対し、被告
装置は、下限設定値に至るまでの間、三秒間隔で平均押出量（Ｑ）と引取速度の算
出を繰り返し行い、常時、引取速度を制御しており、本件発明の構成要件Ｂ③にい
う「計量釜の上限設定値がオンからオフになる瞬間から、下限設定値がオンになる
瞬間までの単位原料消費時間を精密計測し、」なる技術事項を具備していない。
　　　　　したがって、被告装置が、本件発明の本質的部分を有していないことは
明らかである。
　　　(二)　置換可能性、容易想到性について
　　　　　置換可能性、容易想到性に関する原告の主張は否認する。
　　　(三)　よって、本件発明が被告装置の構成と異なる部分は、本件発明の本質
的部分であり、また、置換可能性、置換容易性もないから、均等論適用の要件を欠
く。
　　３　損害について
　　【原告の主張】
　　　　被告は、平成八年二月二一日から平成一一年二月二〇日までの間に、被告
装置を約一五億円分製造、販売し、少なくとも七二〇〇万円の利益を得ている。
　　　　右行為は被告の故意又は過失に基づく。
　　【被告の主張】
　　　　争う。
第三　当裁判所の判断
　一　争点１（文言侵害）について
　　１　本件明細書には、次のとおりの各記載があることが認められる（甲二）。
　　　(一)　（問題点を解決するための手段）として、「本発明によると、原料を
加熱シリンダーへ送りこむ途中に計量釜と原料開閉シリンダーと自動引き取り速度
制御盤とを配置し、計量釜の上限設定値と下限設定値とで原料開閉シリンダーをオ
ン、オフさせるとともに、計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間から
下限設定値がオンになる瞬間までこの間を計測する。すなわち１㎏の単位原料を消
費する時間を精密計測する。これから引き取り速度を算出するようにしたものであ
る。」（本件公報３欄末行～４欄８行）との記載
　　　(二)　実施例として、「計量釜２は計量の設定を上限値（たとえば５㎏）と
下限値（たとえば４㎏）と２つ決め、下限値に達したら開閉シリンダー３をオンに
して開き原料を計量釜２の中へ取り込み、上限値に達したら開閉シリンダー３をオ
フにして閉じ原料の取り込みを中止する。そして、計量釜の上限設定値がオンして
からオフになる瞬間から下限設定値がオンになる瞬間までこの間を計測する。すな
わち１㎏の単位原料を消費する時間を精密計測する。その値を自動引取速度制御盤
１２の中のＣＰＵへ入力する。この速度制御盤１２にはあらかじめ原料の比重と裕
度とが設定されている。」（同４欄21～32行）、「計量釜２を用い１㎏の原料をエ
アシリンダーで段階的に原料１を供給する。この計量釜２に上限と下限を設け下限
がオンすればエアーシリンダーが動作し、原料を供給し、上限がオンしてから１秒
後にエアーシリンダーが停止する。計量釜２の設定は上限５㎏、下限４㎏とすれば
良く１㎏の間でエアーシリンダーが開閉する。（差が１㎏あれば良い。）計測は計
量釜２の上限がオンしてからオフになる瞬間に動作し、下限がオンになる瞬間に停
止する。この間の時間を正確に計測すれば１㎏の原料が何秒かかつたかが判るこの
時間をデータに入れる（時間は１／10秒まで判る）。」（同４欄40～50行）との記
載
　　　(三)　（本発明の効果）として、「この発明によれば原料を取りこんでいる



時間を、計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間から、下限設定値がオ
ンになる瞬間までの単位原料消費時間として精密計測し、この測定値をもとに引き
取り速度を制御するようにしているため、正確、かつ簡単に押し出し成形を自動引
き取り制御できるようになる。」（同８欄６～10行、本件訂正請求書２頁③）との
記載
　　２　本件発明の構成要件Ｂの「原料を加熱シリンダーへ送り込む途中で原料の
重さを計る計量釜と、該計量釜の原料取り込み側に該計量釜が下限設定値を計量し
た時にオンし、かつ該計量釜が上限設定値を計量した時にオフする原料開閉シリン
ダーと、計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間から、下限設定値がオ
ンになる瞬間までの単位原料消費時間を精密計測し、この値から押し出し量を算出
し、これとあらかじめ設定されている製品の断面積の値とから引取速度を算出し
て、該ピンチローラの駆動モーターに駆動信号を与える自動引取速度制御盤」との
構成は、前記のような本件明細書の記載に照らすと、ピンチローラーの駆動モータ
ーに駆動信号を与える自動引取速度制御盤において引取速度を算出する基礎となる
データを得るために、原料を加熱シリンダーへ送り込む途中に設置された計量釜に
設けられた重量計が、原料の供給によりあらかじめ定められた上限設定値を計測し
て原料開閉シリンダーを閉塞（オフ）した後に、いったん上限設定値を超えた原料
が消費されることによって再び上限設定値を下回った瞬間（起点）から、さらに原
料が消費されてあらかじめ定められた下限設定値を計測して原料開閉シリンダーを
開放（オン）する瞬間（終点）までの時間を精密計測するという構成をとったもの
ということができる。
　　３　当事者間に争いのない被告製品の構成を記載した別紙被告製品説明書によ
れば、被告製品における引取速度の制御は、以下のとおりの方法により行われてい
るものということができる。
　　　(一)　被告装置は、原料タンク１から原料を供給される途中でその重量を計
測することができる重量センサー21を備えたホッパー２、原料タンク１とホッパー
２とを連結する連通路Ｒに配設され、該連通路Ｒを開閉するシリンダー３、動作制
御用のＣＰＵを内蔵する制御装置12を備える。
　　　(二)　重量センサー21（ロードセル）は原料の重量を常時計測してアナログ
データとして出力しており、このデータはデジタルデータに変換されて（原料重量
データ（ｗ））、〇・三秒間隔で制御装置12のＣＰＵにより終始継続して読み取ら
れている。
　　　　　原料重量データ（ｗ）の値が、あらかじめ定められた上限設定値を超え
る値から次第に減少する過程で三回連続して上限設定値以下の値を示すと、その値
はデータ数四〇個分の記憶領域を有する重量データバッファ（ＢＷ）に〇・三秒間
隔で順次記憶される。既に四〇個のデータが記憶されている状態で新たなデータ入
力があった場合は、最も古いデータを消去して新しいデータが記憶される。
　　　　　原料重量データ（ｗ）の値が、あらかじめ定められた下限設定値未満の
値になると、引取速度を制御するために各種のバッファメモリに記憶していた原料
の重量に関するデータはすべて抹消（メモリー・クリア）されるとともに、それ以
降の原料重量データ（ｗ）は、重量データバッファ（ＢＷ）に記憶されないように
なる。
　　　(三)　制御装置12のＣＰＵは、重量データバッファ（ＢＷ）に四〇個分の原
料重量データ（ｗ）が記憶されているか否かを〇・三秒間隔で継続的にチェック
し、これが記憶されていればその算術平均を算出して「平均重量データ（ｍ）」と
して、データ数五〇個分の記憶領域を有する平均重量バッファ（ＢＭ）に順次記憶
する。既に五〇個分のデータが記憶されている状態で新たなデータの入力があった
場合には、最も古いデータを消去して新しいデータが記憶される。
　　　(四)　制御装置12のＣＰＵは、平均重量バッファ（ＢＭ）に五〇個分の平均
重量データ（ｍ）が記憶されているか否かを〇・三秒間隔で継続的にチェックし、
これが記憶されていることが確認されると、縦軸に各データの値、横軸にその発生
時間をそれぞれ目盛りしたグラフ上に、当該時点において記憶されている五〇個の
平均重量データ（ｍ）をプロットした場合における、これら五〇個の点の並び具合
（集合形態）に近似する一本の右下がり直線を最小自乗法に基づく演算により求
め、当該直線の傾きを一時間当たりの原料押出量（㎏／ｈ）に換算して、押出量デ
ータ（ｑ１）を算出する。爾後、三秒ごとに右演算を繰り返し行い、順次それぞれ
の時点における移動平均値としての平均押出量データ（ｑ２）、（ｑ３）、･･････
を算出する。



　　　　　これら平均押出量データ（ｑ１）、（ｑ２）、･･････は、データ数八個
分の記憶領域を有する押出量バッファ（ＢＰ）に順次記憶される。既に八個分のデ
ータが記憶されている状態で新たなデータの入力があった場合には、最も古いデー
タを消去して新しいデータが記憶される。
　　　(五)　制御装置12のＣＰＵは、押出量バッファ（ＢＰ）に新たな押出量デー
タ（ｑ）が記憶されるごとに、その算術平均としての平均押出量（Ｑ）を算出し、
この値とあらかじめ設定されている製品の厚さ、幅及び係数とから引取速度を算出
して、駆動モータ13の回転速度を制御する。
　　　(六)　制御装置12のＣＰＵは、これらの引取速度の制御とは無関係に、原料
重量データ（ｗ）の値をチェックし、あらかじめ定めた上限設定値を超えたときに
連通路Ｒを閉じ、下限設定値を下回ったときに連通路Ｒを開くという形で連通路Ｒ
開閉の制御を行う。
　　４(一)　右に述べた被告装置における引取速度の制御方法について、その引取
速度を算出するための基礎となるデータの計測（記憶）開始時点及び終了時点に着
眼してみると、次のとおりであるということができる。
　　　　(1)　原料の重量自体は、重量センサー21（ロードセル）により常時計測さ
れており、これをデジタルデータに変換した原料重量データ（ｗ）は、〇・三秒間
隔で制御装置12のＣＰＵにより読み取られている。
　　　　　　右原料重量データ（ｗ）の重量データバッファ（ＢＷ）への記憶は、
制御装置12のＣＰＵが読み取った原料重量データ（ｗ）の値が、あらかじめ定めら
れた上限設定値を超える値から次第に減少する過程で、三回連続して上限設定値以
下の値を計測した時に開始される。すなわち、現実に重量データバッファ（ＢＷ）
に最初に記憶されるデータは、重量センサー21で常時計測されている原料重量が上
限設定値を超える過程から次第に減少して再び上限設定値を計測した時点から見れ
ば、最小で〇・六秒、最大で〇・九秒遅れた時点の重量データということになる。
　　　　(2)　また、原料重量データ（ｗ）の重量データバッファ（ＢＷ）への記憶
は、右(1)で述べた時点から、〇・三秒間隔で継続して行われるが（記憶データ数が
四〇個を超えると、最も古いデータが消去されて新しいデータが記憶される。）、
制御盤のＣＰＵがあらかじめ定められた下限設定値未満の値の原料重量データ
（ｗ）を計測すると、各種メモリに記憶されていた原料の重量に関するデータ（重
量データ（ｗ）の他、平均重量データ（ｍ）、押出量データ（ｑ））はすべて抹消
されるとともに、それ以降の原料重量データ（ｗ）は重量データバッファ（ＢＷ）
に記憶されなくなる。
　　　　　　すなわち、現実に原料重量データバッファ（ＢＷ）に最後に記憶され
るデータは、重量センサー21で常時計測されている原料重量が下限設定値を計測し
た時点から見れば、同時点のデータである場合も可能性としては存在しないことは
ないが、一般的にいえば、右計測時点から遡ること〇・三秒の間におけるいずれか
の時点のデータであり、その分布は同時間帯中に均等に存在するということにな
る。なお、引取速度制御の基礎となる最終の原料重量データ（ｗ）という観点から
すれば、被告装置においては、前記の構成より三秒間隔で平均押出量（Ｑ）を算定
しているから、右計測時点から遡ること三秒の間におけるいずれかの時点のデータ
ということになる（その後に記憶された原料重量データ（ｗ）は、重量データバッ
ファ（ＢＷ）に一旦記憶されるものの、平均押出量（Ｑ）算定の基礎データとして
使用される前にメモリクリアされることとなる。）。
　　　(二)　右のとおり、被告装置においては、計量釜の原料重量から見れば、そ
の計測開始時は「計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間」と一致する
ことはあり得ず、また、その計測終了時が「下限設定値がオンになる瞬間」と一致
することもほとんどあり得ない（ごく稀に生じる可能性があるにすぎない。）とい
うことができる。
　　５　この点原告は、被告装置が「三回連続して上限設定値以下の値を示すと」
原料重量データ（ｗ）の測定を開始することは、本件発明の「計量釜の上限設定値
がオンしてからオフになる瞬間から」「単位時間原料を精密計測」する（構成要件
Ｂ③）ことに相当し、同様に、被告装置の「三秒ごとに最新データに基づいて押出
量データ（ｑ）を求め、その度に記憶されている押出量データ（ｑ）を算術平均し
て平均押出量（Ｑ）を下限設定値未満となるまで算出」することは、本件発明の構
成要件「下限設定値がオンになる瞬間までの単位原料消費時間を精密計測」する
（同）ことに相当すると主張する。
　　　　しかし、前記１、２で述べたとおり、本件明細書の特許請求の範囲及びそ



れ以外の部分の記載からすれば、本件発明の構成要件Ｂ③の構成は、原料を加熱シ
リンダーへ送り込む途中に設置された計量釜に設けられた重量計が、原料の供給に
よりあらかじめ定められた上限設定値を計測して原料開閉シリンダーを閉塞（オ
フ）した後に原料が消費されて再び上限設定値を下回った瞬間から、さらに原料が
消費されてあらかじめ定められた下限設定値を計測して原料開閉シリンダーを開放
（オン）する瞬間までの時間を精密計測する構成を備えることが必須であるという
べきであり、右３、４で述べたところからすれば、被告装置がそのような構成を備
えていないことは明らかである。さらにいえば、本件特許権の特許請求の範囲の記
載から、本件発明は、計量釜に原料を供給するための構成である原料開閉シリンダ
ーにおいて、原料の供給を停止・開始するための指標である、あらかじめ設定され
た計量釜の上限設定値及び下限設定値と関連付けて、その計測期間を上限設定値を
計測した時点から下限設定値を計測した時点までとし、さらに、単純に計量釜の重
量計が上限設定値を計測して開閉シリンダーが閉塞（オフ）された瞬間から、下限
設定値を計測して原料開閉シリンダーを開放（オン）された瞬間までの時間を計測
するのではなく、原料の供給によりあらかじめ定められた上限設定値を計測して原
料開閉シリンダーを閉塞（オフ）した後に、いったん上限設定値を超えた原料の重
量が、消費されることによって再び上限設定値を下回った瞬間から、      さらに
原料が消費されてあらかじめ定められた下限設定値を計測して原料開閉シリンダー
を開放（オン）する瞬間までの時間を精密計測することによって、正確に一定の重
量の原料が消費される時間を計る構成としたことにその特徴があるというべきであ
って、その単位原料消費時間の精密計測の開始時点及び終了時点は、本件発明の中
核的要素であるということができる。
　　　　すなわち、本件発明においては、一定重量の原料が消費される時間を精密
に計測したデータに基づいて引取速度を算出するという構成を採用していることか
ら、その消費された原料の重量を精密に計測するために、測定開始時点の原料重量
と測定終了時点の原料重量を厳密に規定しなければならないことになる。これに対
し、被告装置においては、ごく短い一定時間間隔において継続的に原料重量を測定
し、これに基づいて引取速度を算定しているのであるから、その測定開始時点及び
測定終了時点は、それほど重要な意味を持たないことになる。したがって、被告装
置においては、測定開始時点及び測定終了時点における原料重量を厳密に規定する
必要はなく、現に、前記のとおり、被告装置においては、測定開始時点の原料重量
は上限設定値と、測定終了時点における原料重量は下限設定値と、厳密には一致し
ない構成となっているのである（ごく稀に下限設定値は一致することがあり得るに
すぎない。）。
　　　　右の点からすれば、被告装置における引取速度の制御方法は、本件発明と
はその技術的思想において異なるというべきであって、右相違点を設計上の微差又
は付加ということはできない。
　　６　よって、被告装置の製造、販売が、本件特許権を文言上侵害するものとい
うことはできない。
　二　争点２（均等）について
　　１　前記のとおり、本件発明と被告装置は、本件発明が、「計量釜の上限設定
値がオンしてからオフになる瞬間から、下限設定値がオンになる瞬間までの単位原
料消費時間を精密計測し、この値から押し出し量を算出し、これとあらかじめ設定
されている製品の断面積の値とから引取速度を算出して、該ピンチローラの駆動モ
ーターに駆動信号を与える自動引取速度制御盤」を構成要件とするのに対し、被告
装置が、前記一３記載の構成により引取速度を制御している点が異なる。
　　２　ところで、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分が
存する場合において、右対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なもの
として特許発明の技術的範囲に属するものとされるには、右異なる部分が特許発明
の本質的部分でないことを要するものと解するのが相当である（最高裁判所第三小
法廷平成一〇年二月二四日判決・民集第五二巻一号一一三頁参照）。そして、ここ
にいう本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された構成のうちで、当該特許発明
特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせるための部分をいい、
公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができ
なかった作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分を指すものと解
すべきである。
　　３　原告は、本件発明の特徴的部分は、計量釜での原料重量を計測する場合、
この重量が減少過程、すなわち原料重量データ（ｗ）の値が上限設定値を超える値



から次第に減少する過程にある間に計測するという部分であり、本件発明の構成を
被告装置のように置換しても、右本質的部分を利用していることには変わりがな
く、本件特許権の特許請求に記載された構成と、被告装置との異なる部分は、本件
発明の本質的部分ではないと主張する。
　　　　そこで検討すると、
　　　(一)　証拠（乙１）によれば、本件発明の出願日（昭和六二年七月二一日）
より以前である昭和五九年三月一〇日に公開された特許公開公報（特公昭五九ー四
三七三二号公報）は、コンスタントフィードウェアについての発明に係るものであ
り、その特許請求の範囲に「計量ホッパー内の被排出物の重量が下限設定値になる
までは前記重量の減少変化に応じて前記計量ホッパーから定流量排出されるように
排出装置への制御信号を制御する」と記載されており、また、同公報の発明の詳細
な説明中には、「制御装置本体(8)は、計量ホッパー(2)内の被排出物の重量Ｗが第
２図のように上限設定値ＷＵ～下限設定値ＷＬの間にある場合には、第２のスクリ
ューフィーダ(4)から計量ホッパー(2)への補給を中止して、計量装置(1)から求まる
重量Ｗの単位時間当りの減少重量が設定された一定排出量となるように、または排
出開始からの排出総重量が目標値に近づくように、前記モーター制御装置(5)へ出力
する制御信号を調節して第１のスクリューフィーダ(3)のモータ(6)の回転速度が制
御される･･････」と記載されていることが認められる。
　　　　　また、証拠（乙２）によれば、本件発明の出願日より以前である昭和六
一年五月ころに発行された雑誌「食品機械装置」一九八六年五月号には、連続定量
供給装置が紹介されており、その説明中には、「本システムは、供給システム全体
（フィーダ、ホッパー、原料）の重量から、原料切り出し後のシステム重量を差し
引いた減量分を正確に計量、制御することにより、必要な原料の供給を行う方式。
コントローラーが供給システムの実際の重量減と任意に設定した重量減（すなわち
必要とされる原料供給量）とを連続比較して、実際の重量減（すなわち供給量）を
常に一定高精度に保持する。」と記載されていることが認められる。
　　　　　これらの各事実からすれば、少なくとも本件発明の出願時においては、
本件発明の対象となるインフレーション成形装置を含むコンスタントフィードウェ
ア装置の分野において、計量ホッパー（計量釜）内の原料が消費されて減少してい
く過程において、その重量を継続的に測定し、その測定値に基づいて排出側の装置
のモーターを制御し、もって原料使用量をコントロールするという方法は、当業者
に慣用された周知技術であったものと認められる。
　　　(二)　また、証拠（乙３、乙４）によれば、原告は、本件特許出願の拒絶査
定に対する不服審判事件において提出した平成五年四月二八日付審判請求理由補充
書において、本件発明の構成の重要点として、「原料消費時間についての計測の起
点が『計量釜の上限設定値がオンしてからオフになる瞬間』と規定され、終点が
『下限設定値がオンになる瞬間』と規定されているので、上記の一定で正確な重量
減少に要する時間が、非常に精密に計測できることである。」（三頁一五～一九
行）と主張し、また、本件特許出願の特許異議申立事件において提出した平成七年
五月一二日付特許異議答弁書においても、右と同旨の主張をしたほか、「変動す
る”単位時間当たりの押出量（いわゆる押出速度）”を如何にリアルタイムに精
密・正確に計測するか」がこの分野での制御の重要点である旨指摘した上で、「押
出量は、そもそも、原料をブレンドした場合とか、押出機のスクリュの摩耗とか、
押出機の周辺温度が変化した場合とか等の原料条件・押出条件によりその都度変動
するもので、最初から一律に設定しておくことはできないものであり、上記変動に
応じて常に押出速度を正確に把握できる構成が必要となるものであるが、これを実
現するには、単にロードセルを用いた計量が必要なばかりではなく、このロードセ
ルに計時手段をどのように組合せるかという点が非常に重要になる。とくに、押出
機が稼働している状態においてここに供給した原料の減少量について計測する場合
には、常時減少過程にある状態のものについての計測開始点となる上限設定値を、
どのように正確に検出するか、が重要となっている。これには、上限設定値よりも
多い目に供給して上限設定値通過時を把握する構成がどうしても必要となる。本願
発明は、この課題を、上記要件Ｂ（注・本件における構成要件Ｂ①）、Ｃ（同構成
要件Ｂ②）及びＤ（同構成要件Ｂ③）が有機的に関連し合う構成によって解決し得
たものである。」として、本件発明における具体的な計時方法について説明した上
で、「以上述べた通り、上限設定値及び下限設定値が設定された計量釜と開閉シリ
ンダーと計時手段とが有機的に関連し合う構成によって、初めて、正確な一定重量
の減少量（すなわち上限設定値から下限設定値までの重量減少量）の消費時間が”



精密に”計測できることとなっている。」と主張していたことが認められる。
　　　(三)　右各事実から明らかなとおり、原料の減少過程において、原料重量を
計測し、この値に基づいて押出量（排出量）を制御する方法は、本件発明の出願当
時には、本件発明の対象となるインフレーション成形装置を含むコンスタントフィ
ードウェア装置の分野における当業者に周知の慣用技術であったものと認められ、
原告も、本件特許権の出願過程において、本件発明の構成要件Ｂの各構成を有機的
に関連付けたことに本件発明の特徴がある旨自認しているということができる。
　　　　　したがって、本件発明の本質的部分を、原告が主張するように、計量釜
での原料重量を計測する場合、この重量が減少過程、すなわち原料重量データ
（ｗ）の値が上限設定値を超える値から次第に減少する過程にある間に計測すると
いう部分であるとすることができないのは明白であり、むしろ、前記一で説明した
とおり、本件発明が一定の重量の原料（上限設定値から下限設定値までに消費した
重量）を消費する時間を精密計測したデータに基づいて引取速度を制御するという
構成を採用していることから、その計測開始、終了時点を、正確に上限設定値、下
限設定値となった時点とすることが必須の構成要素とされているものと解され、右
構成部分がまさに本件発明の本質的部分であると解するのが相当である。
　　４　そうすると、前記一３記載のとおりの方法により押出量を制御している被
告装置の構成が本件発明と異なる点は、本件発明の本質的部分に係るものというこ
とができるから、被告装置は本件発明と均等の範囲にあるということはできず、原
告の均等の主張は理由がない。
　三　よって、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない
から、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

（平成一二年三月二一日口頭弁論終結）

　　大阪地方裁判所第二一民事部
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